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■問合せ／すこやかセンター　☎31-3310
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地 区 医療機関名 電話番号

田井

築港

宇野

玉

大西病院
中谷外科病院
のうの小児科医院
石井医院
岡山赤十字病院玉野分院
玉野中央病院
青井医院
井上クリニック
宇野八丁目クリニック
海岸通りクリニック
河口医院
玉野市民病院
原田内科クリニック
松尾医院
水田小児科医院
井上内科医院
玉野三井病院
たまメディカルリハビリテーションクリニック

33-9333
31-2323
33-9888
21-2743
31-5117
31-1011
21-4370
32-0831
33-8080
31-3400
32-5144
31-2101
31-1717
32-4662
31-1350
21-2074
31-4187
31-6803

地 区 医療機関名 電話番号

玉原
和田

日比
荘内

八浜

東児

東医院
田川医院
松田病院
山田外科医院
油原医院
由良病院
竹原内科医院
東条小児科医院
長崎医院
満木内科小児科
三宅内科外科医院
みやもと整形外科
こやま医院
たなべ内科
大萩内科医院
近藤医院

31-7811
81-8345
81-7821
81-7197
81-8235
81-7125
71-0101
71-5110
71-4800
71-0747
71-2277
71-3030
51-3333
51-3600
41-1087
41-1061

対　象　者
接　種　方　法
接　種　回　数
実　施　期　間

自己負担額
（免除制度あり）

持って行くもの

すべての市民
下記一覧の医療機関に予約して接種を受けてください。
接種を受ける人の年齢・健康状態等により１～２回

平成 23年３月 31日（木）まで

64歳以下の人

65歳以上の人
60歳以上で、心臓、腎臓、呼吸器の
機能障害及び、HIV による免疫機能
障害のある人

１回目　　　3,600 円
２回目　　　2,550 円 （3,600 円）注
予診のみ １回目　1,790 円

１回目　　　2,000 円
２回目　　　2,550 円 （3,600 円）注
予診のみ １回目　無料
 ２回目　1,790 円

①生活保護受給世帯に属する人
②住民票上の世帯全員が市民税非課税世帯に属する人
上記の自己負担額について、いずれも全額免除となります。
すこやかセンター、市役所保険課、各市民センター
※各市民センターでは、即日交付ができません。郵送での交付を希望される
　場合は申請時に 80円切手を提出してください。
印鑑・健康保険証等

対象となる人

免除となる額
申請手続場所

申請に必要な物

インフルエンザ予防接種のお知らせ

　広報たまの10月号で概要をお知らせしたインフルエンザ予防接種について、詳細が決まりましたのでお知らせします。

◆実施内容

◆かかりつけの人以外も接種可能な医療機関一覧

健康保険証、親子健康手帳（18歳未満の人）
注：（　）は１回目の接種と異なる医療機関で２回目の接種を受けた場合の自己負担額

※自己負担額の免除について（必ず接種を受ける前に申請してください！）

（地区別 50 音順）

※上記一覧以外の医療機関でも、かかりつけの人であれば接種可能な医療機関がありますので、かかりつけ
　の医療機関へお問い合わせください。
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※購入の目安として、ＮＳマーク（日本消防検定協会の鑑定合格証）が
　付いているものをお勧めします。
※購入の際には、不適正な訪問販売等に十分注意してください。

　『「消したかな」あなたを守る 合言葉』を全国統一標語として、11月９日（火）から15日（月）までの１週間、
秋の火災予防運動が実施されます。
　今年９月30日現在、市内で発生した火災は 37 件で、出火原因の第１位は「放火・放火の疑い」（11 件）とな
っています。
　火災の多くは、ちょっとした油断や不注意から起きています。
　この火災予防運動を機会に、皆さんのご家庭でも今一度次の「防火のポイント」について話し合い、火災予
防に心がけてください。

住宅用火災警報器住宅用火災警報器
設置期限迫る！設置期限迫る！設置期限迫る！

設置期限設置期限
平成23年

5/315/315/31
残
す
と
こ
ろ
あ
と
７
か
月
！

残
す
と
こ
ろ
あ
と
７
か
月
！

Tamano住宅防火フェアTamano住宅防火フェア開催開催開催
■日時／11月19日（金）10時～15時　■場所／メルカ セントラルコート

住宅用火災警報器に関する説明相談会を実施します。

11月９日～11月15日  秋の火災予防運動11月９日～11月15日  秋の火災予防運動11月９日～11月15日  秋の火災予防運動

●住宅防火  いのちを守る  ７つのポイント●住宅防火  いのちを守る  ７つのポイント
－３つの習慣・４つの対策－－３つの習慣・４つの対策－－３つの習慣・４つの対策－

●電気火災を防ぐ５つのポイント●電気火災を防ぐ５つのポイント

３つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使
用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体
制をつくる。

・電気器具は使用上の注意を
よく読んでから使う。
・電気コードをカーペットや家
具などの下敷きにしない。
・たこ足配線はしない。
・コンセントのまわりにほこり
をためない。
・使わない器具はコンセントか
ら抜く。

■問合せ／消防本部予防課　☎31-5711

家族の大切な命を守るために、一日も早く設置しましょう！家族の大切な命を守るために、一日も早く設置しましょう！家族の大切な命を守るために、一日も早く設置しましょう！
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平成２１年度決算平成２１年度決算平成２１年度決算

　一年間の市に入るお金や使い道を予定することを「予算」
と言います。その予算に対して、実際にどのくらいお金が
入ったのか、何にお金を使ったのかをまとめて確定するこ
とを「決算」と言います。では、今年の決算について説明
しますので勉強してみましょう。

　市のさまざまな仕事は、市民の皆さんが納めた税金をはじめ、国から交付される地方交付税や国・県から
の支出金、市債（借金）などを財源として行われています。皆さんの納めた税などがどのように活用されたのか、
市の財政状況は健全なのか、平成２１年度決算の概要をお知らせします。

平成２１年度決算（一般会計）
　平成２１年度の一般会計決算は、予算額２３６億５４９１万円に対し、歳入２３１億
８８０６万円（対前年比7.3％増）、歳出２１８億１９１０万円（対前年比5.0％増）となりました。
　歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支額は１１億２８９５
万円、前年度からの繰越金を除いた単年度収支額につきましては４億９２２９万円の黒
字となっています。

歳 入
　歳入面では、景気低迷の影響等により市税は４億４５４１万円（対前年
比5.0％減）減少しているものの、一方で地方交付税は国の地方財政支
援策等により８億７０８２万円（対前年比22.0％増）の増加、国の経済対
策に伴う定額給付金事業の実施等により国庫支出金が１７億６１３５万円
（対前年比109.5％増）の増加となっています。

歳 出
　歳出の特徴としては、総務費が、定額給付金事業を実施したこと等に
より１１億５５８６万円（対前年比43.7％増）の増額となっています。

決算って何？
いろいろ教えて。

は～い。
よろしくお願いします。

　余ったお金（実質収支）の半分以上は貯金
して、残りの額は来年度に実施する事業費
に充てられるようになります。

　左下のグラフを見ていただけたら分かるよう
に平成 21 年度は歳入、歳出ともに前年度と比
較して多くなっています。

黒字なんだぁ。
余ったお金はどうなるの？

今までと比べて多いの？
少ないの？

議会費
2億6438万円
(1.2%)総務費

38億66万円
(17.4%)

民生費
67億5374万円
(31.0%)

衛生費
25億2863万円
(11.6%)

土木費
19億3844万円
(8.9%)

教育費
24億1258万円
(11.1%)

公債費
21億4436万円
(9.8%)

総務費
38億66万円
(17.4%)

民生費
67億5374万円
(31.0%)

衛生費
25億2863万円
(11.6%)

市税
84億2677万円
(36.3%)

地方交付税
48億3602万円
(20.9%)

国庫支出金
33億7021万円
(14.5%)

市債
20億2699万円
(8.7%)

市税
84億2677万円
(36.3%)

地方消費税交付金
5億8430万円
(2.5%)

分担金・負担金
3億9728万円
(1.7%)

県支出金
10億6102万円
(4.6%)

繰入金
3億円
(1.3%)

地方譲与税ほか
5億7286万円
(2.5%)

使用料・手数料
5億2511万円
(2.3%)

繰越金
4億1088万円
(1.8%)

諸収入
6億7662万円
(2.9%)

地方交付税
48億3602万円
(20.9%)

国庫支出金
33億7021万円
(14.5%)

市債
20億2699万円
(8.7%)

労働費
1億982万円
(0.5%)

農林水産業費
5億481万円
(2.3%)

商工費
2億9221万円
(1.3%)

消防費
10億6945万円
(4.9%)

土木費
19億3844万円
(8.9%)

教育費
24億1258万円
(11.1%)

公債費
21億4436万円
(9.8%)

歳入 231億8805万8317円 歳出  218億1909万5154円歳入 231億8805万8317円 歳出  218億1909万5154円

１人当たりの歳入額は
３５万２４２４円
となりました。
（平成２２年３月３１日現在
の人口で計算）

１人当たりの歳出額は
３３万１６１７円
となりました。
（平成２２年３月３１日現在
の人口で計算）

単年度収支は
４ 億9229万円の黒字
になりました。

一般会計歳入・歳出の推移

180 17 18 19 20 21 年度

億円

190

200

210

220

230

240
歳入
歳出

213.4

204.7

201.0

191.0

216.1

204.6
207.9

231.9

218.2

216.0213.4

204.7

201.0

191.0

216.1

204.6
207.9

231.9

218.2

216.0
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　今度は、具体的にどんなことにお金を使ったのか、見てみましょう。
平成２１年度は、定額給付金事業の実施や、斎場の整備、小学校施設
の耐震化事業などを実施しました。

2 主要事業2 主要事業

★ 平成 ２１年度主要事業

民生費【31.0％】 総務費【17.4％】 衛生費【11.6％】

教育費【11.1％】 公債費【9.8％】 土木費【8.9％】

消防費【4.9％】 農林水産業費【2.3％】 その他【3.0％】

民生費【31.0％】 総務費【17.4％】
高齢者、障害者、児童の福祉推進などに

67億 5374万 円
◆児童手当支給
◆保育所運営
◆障害福祉サービス等給付費
◆医療費助成（老人、障害者、
　ひとり親、こども）

4億 2668 万円
12 億3581万円
5 億 3423 万円
2 億 6868 万円

企画、自治振興、市役所の管理事務などに
38億 66万 円

◆コミュニティバス運営事業
◆定額給付金事業
◆衆議院議員選挙事務

6449万円
10 億 5156万円

2623 万円

衛生費【11.6％】
健康管理やごみ、し尿の処理などに

25億 2863万 円

・【　】内は歳出全体に占める割合
・ ◆は平成 21年度に実施した主な事業

◆予防接種、各種検診、
　健康診査事業
◆斎場整備事業
◆ごみ収集事業

1億 9096万円

3億 4206万円
1億 5978 万円

教育費【11.1％】 公債費【9.8％】
学校の管理運営や整備などに
24億1258万 円

◆小・中学校屋内運動場耐震
　補強事業
◆小学校耐震化事業
◆八浜小学校プール建設事業
◆体育施設管理運営事業

9637 万円

1168 万円
1億1793 万円
9261万円

借りたお金の返済に
21億4436万 円

土木費【8.9％】
道路、公園、公営住宅の整備などに
19 億 3844万 円

◆道路維持管理事業
◆道路新設改良事業
◆県管理港湾工事事業
◆公園緑地維持管理業務

1億 4545 万円
4072 万円
4075 万円

1億 4042 万円

消防費【4.9％】 農林水産業費【2.3％】
消防や救急業務、防災対策などに

10 億 6945万 円
◆救急救命士養成事業
◆救急車両更新事業
◆自主防災組織育成事業

345 万円
2940万円
239万円

農道の管理やため池の改良などに
5億481万 円

◆農林漁業融資償還事業
◆農道修繕、新設工事
◆農業水路改良事業
◆ため池改良工事

1億 5019万円
2292万円
3026万円
1170万円

その他【3.0％】
産業の振興などに
6億 6641万 円

◆商業対策事業補助
◆中小企業保証融資関係補助事業
◆市内消費促進特別対策事業

2183万円
3775 万円
2749万円

※１万円未満は四捨五入
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　貯金（基金）は、それぞれの目的のために
積み立てた合計で16億2214万円となってい
ます。主要な基金として、財政調整基金は災
害が起きた場合などでお金が足りなくなっ
たときのために積み立てられていて13億983
万円あります。

　特別会計は、一般会計と一緒に処理をすると内容がかえって分かり
にくくなってしまう事業を分けて特別に設けられている会計です。
　原則として、それぞれの特別会計の収入でその事業の支出をまか
なっています。しかし、利用料や保険料などでまかなえない部分のお
金は、国の基準に沿って一般会計からお金を出しています。
　このほか自治体でも法律で収益が認められている地方公営企業会計
があり、独自の収入で経費をまかなう独立採算が原則の会計となって
います。

なんで
こんなに
分かれて
いるの？

基金（貯金）積立金現在高

基  金  名  称 金  額 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

（平成 21年度末現在） （金額は各年度末現在）

※１人当たりの金額については、各年度末の人口で計算しています。（平成 22 年 3月 31日現在：65,796人）
※ 数値は表示単位未満を四捨五入しているため、合計金額などが一致しない場合があります。

年度会計別

　学校を建てたり道路を作ったりと多大な費用が必要となっ
た場合に借金をしています。
　こういう施設は何十年も使用するもので、現在、税金を納
めている年代の人だけでなく、広い年代に分けて少しずつ負
担していくことが公平だというふうに考えているからです。

なんで借金するの？
借金しないようには出来ないの？

　玉野市では、一般会計以外に8つの特別会計と３つ
の企業会計があります。特別会計・企業会計は、そ
れぞれ特定の目的のために設けられています。

会　　　　　計

特
　
別
　
会
　
計

企  

業  

会  

計

歳　　入 歳　　出 差　　引
国 民 健 康 保 険 事 業
競 輪 事 業
海 洋 博 物 館 事 業
土 地 区 画 整 理 事 業
土 地 埋 立 造 成 事 業
老 人 保 健 医 療 事 業
介 護 保 険 事 業
後 期 高 齢 者 医 療 事 業

74 億 7220 万円
201 億 4090 万円

4884 万円
983 万円
1943 万円
1054 万円

52 億 2656 万円
8億   537 万円

72 億 4980 万円
195 億 3662 万円

4796 万円
1658 万円
1568 万円
1024 万円

52 億   312 万円
8億   412 万円

2億 2240 万円
6億   428 万円

88 万円
　▲  675 万円

375 万円
30 万円

2344 万円
125 万円

収益的収支
資本的収支
収益的収支
資本的収支
収益的収支
資本的収支

病 院 事 業

水 道 事 業

下水道事業

22 億 5507 万円
1億 2961 万円
15 億   773 万円

4767 万円
21 億 5298 万円
22 億 7269 万円

23 億 4137 万円
1億 2961 万円
13 億 5849 万円
3億 2955 万円
20 億 9737 万円
33 億   553 万円

病院・水道・下水道
の公営企業会計の収
支不足は減価償却等
により発生する損益
勘定留保資金等で補
填しています。

市債・基金残高
　市債残高合計については、斎場整備工事（第一期）等による市債の発行に伴い２億５５３６万円増加
しました。今後、斎場のリニューアル（第二期）や学校施設の耐震化に伴う発行を予定しているため、
引き続き計画的な市債の発行に努める必要があります。
　基金の現在高については、主な基金の種類と金額を下表のとおりまとめました。

市債（借金）残高の推移

財政調整基金
減債基金
公共施設等整備基金
コミュニティ施設整備融資基金
社会福祉事業基金
産業発明奨励基金
少年少女発明奨励基金
ふるさとづくり基金
ふるさと水と土保全対策基金

一般会計等

病院事業会計

水道事業会計

下水道事業会計

市民１人当たり残高

13 億   983 万円
852 万円

2億 3511 万円
1000 万円
1423 万円
500 万円
2000 万円
878 万円
1067 万円

217 億 8329 万円

3億 7495 万円

7億 8417 万円

182 億 7387 万円

60 万 5561 円

204 億 7413 万円

4億 4913 万円

6億 9111 万円

181 億 7301 万円

59 万 20円

196 億 2946 万円

6億 8743 万円

5億 8710 万円

180 億 8332 万円

58 万 2700 円

199 億 9743 万円

6億 5779 万円

5億 2516 万円

179 億 7968 万円

58 万 9547 円

202 億 5279 万円

5億 7536 万円

4億 6688 万円

182 億   473 万円

60 万 337 円
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　地方公共団体の財政破たんや財政が悪化した団体に対して早期に
健全化を促すために財政健全化法による財政指標を定めています。

5 財政健全化法による財政指標

6 指標で見る財政状況

5 財政健全化法による財政指標

6 指標で見る財政状況

　実質的な赤字になっていないか、借金が多すぎないか、将来的な負担が大きすぎな
いか、などを図るための指標となっています。ご覧のとおり玉野市はすべての指標に
ついて基準を下回っており、健全な財政運営ができているということになります。

　しかしながら、左下の表のとおり経常収支比率は 91.7% と高い状態
であり、自由に使えるお金が 8.3% しかなく、単年度の財政運営は依然
として厳しいものとなっています。

用 語 説 明
経常収支比率：財政の柔軟性を示す指標。市税などの経常的な収

入が、人件費や公債費など毎年決まって支払わな
ければならない経費にどれだけ使われたかを示し
たものです。この数値が高いほど余裕のない財政
運営をしていることになります。

　　　　　　　【低いほど良い】
財政力指数  ：地方公共団体の豊かさを表す指標。標準的な行政

活動に必要な財源をどれだけ自力で調達できてい
るかを示したものです。この数値が「１」を超えて、
高いほど裕福な団体と言えます。

　　　　　　　【高いほど良い】

こんなに借金があるし、貯金は
少ないけど大丈夫なの？

　健全化判断比率とは、「①実質赤字比率」「②連結実質赤字比率」「③実質公債費比率」「④将来負担比率」の４つの指
標のことです。
　それぞれに早期健全化基準、財政再生基準が定められており、これらの比率が、それぞれ定められる基準を上回った場
合には、「財政健全化計画」や「財政再生計画」を策定し、財政状況の改善に向けた取組みを行う必要があります。

①実質赤字比率、②連結実質赤字比率
　①及び②は、実質赤字額がないため（黒字のため）「－」で表示しています。
③実質公債費比率
　実質公債費比率は、前年と比較し 0.8 ポイント改善しました。その大きな要因は、地方債（借
　金）の元利償還金の減少が挙げられます。
④将来負担比率
　将来負担比率は、前年と比較して 3.5 ポイント改善しました。その大きな要因は、職員数の
　減による退職手当の将来負担が減少したことが挙げられます。

　平成 21年度玉野市決算において資金不足を生じた公営企業がないため、該当がありません。
　この「資金不足比率」は各公営企業の資金不足額が事業規模に対してどの程度あるかを示す数値です。資金不足
比率には経営健全化基準が設けられており、基準値を超えると「経営健全化計画」を定める必要があります。

財政指標 玉野市 早期健全化基準 財政再生基準

①実 質 赤 字 比 率
②連結実質赤字比率
③実 質 公 債 費 比 率
④将 来 負 担 比 率

ー
ー
9.1
80.6

12.83
17.83
25.0
350.0

20.00
40.00
  35.0 

■資金不足比率■資金不足比率

■健全化判断比率■健全化判断比率

　今後も、市税をはじめとして歳入の増加は見込めない状況ですが、より一層の経費の節減と合理化に努め、限られ
た財源の重点的かつ効率的な配分を行うなど、これまで以上に節度ある財政運営を行い、「みんなで築く自立都市」
の実現に向け努力しますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

≪問合せ≫  財政課　☎32-5503

95.9%
95.6%

90.9%

98.4%

91.7%

95.9%
95.6%

90.9%

98.4%

91.7%

0.656

0.647

0.600

0.569

0.549

0.656

0.647

0.600

0.569

0.549

17 18 19 20 21

財政力指数
経常収支比率
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◆◆ 市からのお知らせ ◆◆

　

平
成
22
年
８
月
分
の
手
当
か

ら
、
父
子
家
庭
に
も
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
が
拡
大
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
す
で
に
支
給
要
件
に

該
当
し
て
い
る
人
は
平
成
22
年

11
月
30
日
ま
で
に
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

■
平
成
22
年
11
月
30
日
ま
で
に

申
請
し
た
場
合
／
平
成
22
年
７

月
31
日
ま
で
に
支
給
要
件
に
該

当
し
て
い
る
人
は「
８
月
分
」

か
ら
支
給
さ
れ
、
平
成
22
年
８

月
１
日
以
降
11
月
30
日
ま
で
に

支
給
要
件
に
該
当
し
た
人
は

「
要
件
に
該
当
し
た
日
の
翌
月

分
」
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
平
成
22
年
12
月
１
日
以
降
に

申
請
し
た
場
合
／
そ
れ
ま
で
に

支
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る
人

で
も
「
申
請
の
翌
月
分
」
か
ら

の
支
給
に
な
り
ま
す
の
で
、
早

め
に
手
続
き
を
す
る
よ
う
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

■
申
請
・
問
合
せ
／
住
民
子
育

て
課　
　
　

 

☎
32
・
５
５
５
４

　

共
通
要
件
及
び
各
段
階
の
収

入
要
件
に
該
当
す
る
人
は
、
申

請
に
よ
り
減
免
（
第
１
・
２
段

階
は
２
分
の
１
、
第
３
段
階
は

第
２
段
階
に
軽
減
）
が
受
け
ら

れ
ま
す
。　
　
　
　
　

※
要
件
に
該
当
し
、
軽
減
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
毎
年

度
申
請
が
必
要
で
す
。

■
共
通
要
件
／

○
被
保
険
者
本
人
が
、
住
民
税

の
課
さ
れ
て
い
る
人
と
生
計
を

共
に
し
て
い
な
い
こ
と
。

○
被
保
険
者
本
人
が
、
資
産
等

を
活
用
す
る
な
ど
自
助
努
力
を

し
て
も
な
お
、
生
活
が
困
窮
し

て
い
る
状
態
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
。

■
収
入
要
件
／

○
第
３
段
階
の
人
の
場
合
、
前

年
中
の
収
入
等
、
又
は
今
年
中

の
収
入
等
見
込
み
の
合
計
額
が

１
２
０
万
円
以
下
の
人

○
第
１
・
２
段
階
の
人
の
場
合
、

前
年
中
の
収
入
等
、又
は
今
年

中
の
収
入
等
見
込
み
の
合
計
額

が
65
万
円
以
下
の
人
。

※
各
段
階
と
も
被
保
険
者
を
含

む
世
帯
員
の
合
計
人
数
が
２
人

以
上
の
場
合
、２
人
目
か
ら
１

人
に
つ
き
35
万
円
を
加
算
し
ま

す
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の
／
介
護

保
険
被
保
険
者
証
（
オ
レ
ン
ジ

色
）、印
鑑
、本
人
及
び
世
帯
員

全
員
の
収
入
が
確
認
で
き
る
も

の
（
所
得
税
確
定
申
告
書
・
市

県
民
税
申
告
書
の
控
え
、年
金

・
給
与
等
の
源
泉
徴
収
票
、
年

金
の
振
込
先
の
通
帳
等
）

■
問
合
せ
／
保
険
課　

☎
32
・
５
５
２
８

父
子
家
庭
の

児
童
扶
養
手
当
申
請
は

11
月
30
日
ま
で
に
！

介
護
保
険
料
の
減
免

　児童虐待は子どもの健やかな発育と
発達を損ない、心身に深刻なダメージ
を与えます。
　「児童虐待の防止等に関する法律」に
より、虐待を受けたと思われる子ども
を発見した人は、児童相談所等に通告
することが義務付けられています。
　不自然な傷が多い、地域の中で孤立
しがちである等、「おかしい」と感じた
ら迷わず連絡を！
（児童虐待の連絡先）
玉野市役所
住民子育て課　☎32-5554
健康増進課　　☎31-3310
学校教育課　　☎32-5575
岡山県中央児童相談所　　　
　　　　　　　☎086-235-4152

児
童
虐
待
防
止
月
間

見
す
ご
す
な

　
幼
い
子
ど
も
の
S
O
S

見
す
ご
す
な

　
幼
い
子
ど
も
の
S
O
S

副
市
長
を
選
任
し
ま
し
た副市長　須田　紀一（再任）

（
10
月
１
日
付
け
）
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指
定
業
者
登
録
の
受
付

認
定
調
査
員
募
集

講
師
等
登
録
者
募
集

■
応
募
人
員
／
若
干
名

■
業
務
内
容
／
介
護
保
険
認
定

申
請
の
あ
っ
た
被
保
険
者
の
訪

問
・
調
査
及
び
調
査
票
の
作
成
。

■
勤
務
形
態
／
非
常
勤
特
別
職

（
随
時
依
頼
す
る
調
査
先
を
訪

問
・
調
査
し
ま
す
）。訪
問
件
数

は
、相
談
の
上
、決
定
し
ま
す
。

■
応
募
資
格
／
介
護
支
援
専
門

員
、保
健
師
、看
護
師
等
で
過
去

に
岡
山
県
が
実
施
す
る
認
定
調

査
員
新
規
研
修
を
受
講
、
修
了

し
た
人
。

■
給
料
／
１
件
あ
た
り
２
５
０

０
〜
３
５
０
０
円
（
調
査
場
所

等
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

■
募
集
期
間
／
11
月
末

■
応
募
方
法
／
随
時
受
け
付
け

て
い
ま
す
。履
歴
書
を
保
険
課
へ

お
持
ち
く
だ
さ
い（
郵
送
可
）。

■
採
用
方
法
／
面
接
の
上
、
採

用
の
可
否
を
決
定
し
ま
す
。

■
申
込
み
・
問
合
せ
／
保
険
課

　

☎
32
・
５
５
３
４

〒
706
・
８
５
１
０

宇
野
１
・
27
・
１

　

市
内
の
幼
稚
園
・
小
・
中
・

高
等
学
校
に
お
い
て
、
講
師
・

養
護
助
教
諭
・
幼
稚
園
助
教
師
・

臨
時
学
校
事
務
職
員
、
特
別
支

援
教
育
支
援
員
を
募
集
し
て
い

ま
す
。登
録
希
望
者
は
、
履
歴
書

を
学
校
教
育
課
ま
で
お
持
ち
く

だ
さ
い（
郵
送
可
）。

■
応
募
資
格
／
幼
稚
園
、
小
学

校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
養
護

教
諭
い
ず
れ
か
の
免
許
状
を
保

有
し
て
い
る
こ
と
。

※
臨
時
学
校
事
務
職
員
、
特
別

支
援
教
育
支
援
員
に
つ
い
て

は
、資
格
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

■
受
付
期
間
／
随
時

■
勤
務
場
所
／
玉
野
市
立
の
幼

稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
・
高

等
学
校

■
勤
務
形
態
／
常
勤
、
又
は
非

常
勤

■
採
用
方
法
／
講
師
及
び
学
校

事
務
職
員
等
が
必
要
に
な
っ
た

場
合
に
、登
録
者
の
中
か
ら
選

考
の
上
、
採
用
し
ま
す
。

■
申
込
み
・
問
合
せ
／
学
校
教

育
課　

         

☎
32
・
５
５
７
５

〒
706
・
８
５
１
０

宇
野
１
・
27
・
１

　

平
成
23
年
度
に
本
市
が
発
注

す
る
建
設
工
事
・
測
量
・
設
計

等
の
競
争
入
札
参
加
希
望
者

は
、
期
間
内
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

　

現
在
登
録
さ
れ
て
い
る
人
も

申
請
が
必
要
で
す
。

■
受
付
期
間
／
平
成
23
年
１
月

５
日
（水）
〜
31
日
（月）
の
平
日

■
受
付
時
間
／
10
時
〜
11
時

半
、
13
時
半
〜
16
時（
木
・
金
曜

日
は
午
後
の
み
）

■
書
類
の
配
布
／
11
月
か
ら
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
、
又
は
契
約
管
理
課
で
も
配

布
し
ま
す
。

■
申
込
み
・
問
合
せ
／
契
約
管

理
課　
　

     

☎
32
・
５
５
１
８

■職種／薬剤師

■採用予定人員／１人

■年齢要件／昭和 50年４月２日

 以降に生まれた人

■資格要件／薬剤師免許を有する人

※資格要件は、平成 23 年３月末まで

　に卒業・資格取得見込みの人を含む。

■申込受付期間／

11月８日（月）～ 12月７日（火）

■第１次試験／ 12月17日（金）

※受験案内は、市民病院、市役所人

　事課、文化センター、各市民センター

　で配布します。

※詳しい募集内容は、市及び市民病

　院ホームページに掲載しています。

■申込み・問合せ／市民病院事務部

　　　　　　　　　 ☎31-2101

市民病院職員
募  集
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